
経済産業省 構造改革特別区域法」におい

を地域の自発性を最大限尊
重する形で進めるため、「構
造改革特区」の導入を図る。
こうした地域限定の構造改
革を行うことで、地域の特性
が顕在化したり、特定地域に
新たな産業が集積するなど、
地域の活性化にもつなが
る。構造改革特区について
は、多くの府省に関係する新
たな手法の施策でもあり、内
閣官房に推進のための組織
を設け、総合規制改革会議
等の意見を聴きつつ、地方
公共団体の具体的な提案等
を踏まえて制度改革の内容
等の具体化を推進する。

て当省分の法律の改正によって実
現できる規制の特例措置を整備し
たところ。また、r構造改革特別
区域基本方針」に掲げられた、政
令以下の改正により実現できる特
例措置については着実な実施がで
きるよう現在改正作業を行ってい
るところ。
・全国で対応する規制改革事項に
ついては既に中小企業等投資事業
有限責任組合（ベンチャーファン
ド）の投資対象の拡大など着実に
実施しているところ。
・全国8カ所の地方経済産業局を
活用して自治体等が特区の構想や
計画のの策定が速やかに行えるよ
うに当省所管の規制についての相
談体制等の整備を行った。
・1月15日締切の地方自治体等
からの構造改革特区の2次提案に
ついては電力関係や保安関係など
9項目について特区で対応すると
したところ。

・「構造改革特別区域法」におい
て当省分の法律の改正によって実
現できる規制の特例措置を整備し
たところ。
・全国で対応する規制改革事項に
ついては既に中小企業等投資事業
有限責任組合（ベンチャーファン
ド）の投資対象の拡大などをすで
に実施したところ。
・全国8カ所の地方経済産業局を
活用して自治体等が特区の構想や
計画のの策定が速やかに行えるよ
うに当省所管の規制についての相
談体制等の整備を行った。
・1月15日締切の地方自治体等
からの構造改革特区の2次提案に
ついては電力関係や保安関係など
9項目について特区で対応すると
したところ。

・2次提案については引き
続き「どうしたら実現でき
るかj　という観点から前向
きに取り組む。
・1次提案において全国で
実施するとした規制改革事
項については確実に実施す
る。
・平成15年4月1日の構
造改革特別区域法の施行後
は地方自治体が特区の計画
や申請をする際に速やかに
行えるよう引き続き自治体
の相談等に積極的に応じ
る。
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関係府省は、地元自治体と
協力し、道路等利用を含
め、イベントやロケ等を通
じて、商店街の活性化及び
地域の観光振興を推進す
る。

経済産業省 市町村が策定する基本計画
に基づいて市町村、商店街
振興組合等が実施する様々
な事業に対して支援を実施
することにより、商店街を
含む地方の中心市街地の活
性化を促進し、特色ある地
方の再生を図ってきた。
①市町村、TMO、商店街
振興組合等が実施する各種
事業の支援策としての予算
の確保。
②中心市街地活性化関係8
府省庁が連携して大型閉鎖
店舗活用支援策の相談受付
を開始（10月1日～3月
未）。：相談件数（平成1
5年2月17日現在）3件
③大型店の迅速な出店や空
き店舗対策を促進し中心市
街地の商業活性化を図るた
めに中心市街地内における
大店立地法の簡素化を定め
た構造改革特別区域法が成
立（4月1日施行）。

中心市街地の活性化にかか
る基本計画の提出数が53
6市区町村（平成15年2
月17日現在）となり、ま
た、TMO構想、TMO計
画の認定数もそれぞれ、2
60、107となり各地域
における中心市街地活性化
の事業が本格化してきてい
る。

事業の本格化に
町村等からの事業支援に対
する要望が増加しており、
国においても更なる支援の
拡充が求められることが予
想される。

第156回国会会期末
平成15年度予算が成立

後速やかな執行を実施
市町村等の意向を踏まえ

た平成16年度予算要求
（診平成15年末
市町村等の意向を踏まえ

た平成16年度予算要求
③それ以降
中心市街地活性化政策全

体の更なる拡充

政策目標B基本方針2002（経済活性化戦略） Page17



対内直接投資阻害要因を除 経済産業省 ・いわゆる 「合併等対価の ・現在国会で審議中

・平成15年度予算案を作成

・本改正案の国会での通過
去する。このため、関係府 柔軟化」に関する商法の特 ′、事業者からの申請を受
省は、国境を越えた合併 ・
買収に関する制度整備、政
府関係情報のワンス トッ
プ ・サービスの推進、地方

の特色を生かした企業誘致
施策、規制業種への対内投
資促進、外国人医師の受入
れ拡充や二国間社会保障協
定締結の促進を推進する。

例を含む産業活力再生特別
措置法の改正案を国会に提
出中。これにより、政府に

計画認定を受けた事業者
は、外国会社を含む親会社
株式又は現金を対価として
合併等を行うことが可能と
なることが期待される。

・政府関係情報のワンス
トップ ・サービスの推進に．

けて計画認定を行う。

・ワンス トップ ・センター
における一元的な情報提供

ついて、平成15年度予算で （事業は1 5 年度のもので や、海外における外国企業
「対内直接投資誘致総合支 あるため、着実な実施に向 の誘致やその日本への招へ

援事業」として、ワンス
トップ ・センターの新設、
海外企業誘致事業等、対内
直接投資の誘致体制を抜本
的に強化する事業のための
予算を計上。
（予算敵：10億円＝新規）

・地域の特色を生かした企
業誘致施策について、平成

けて準備中）

・平成15年度予算案を作成

いを行う。

・選定した自治体と協力し
15年度予算で 「先進的対内
直接投資推進事業」とし

て、地域の情報分析、外国
企業の招い、企業誘致、進
出企業立上支援等、地域へ

の対内直接投資の拡大に資
する事業のための予算を計
上。　　　　　　　　　　 f予
算額：5 億円＝新規1

し、現在先進的自治体を公

募中

て外国企業の誘致を実施す

る。

（6）2 ② 内閣府等 対日投資会議専門部会が 平成14年度未までには特に
なし

・外国人の生活環境の改 本年度末までにとりまとめ
対内直接投資拡大 ・頭脳流 「対日投資会議専門部会報 善、外国人技術者、経営者 られている 「対日投資会議
人の拡大 告」をとりまとめ、対日投 などの入国管理の見直 し、 専門部会報告」を確実に実

資会議がこれを受けて声明
を発表する予定。

人材の確保の円滑化 する。
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● ●

関係府省は、引き続き、・電子商取経済産業省 ・新ラウンドにおけるルール策 ・W T O新ラウンドの交渉期限は ・アジアを中心に強い競争力を有 3各交渉分野ことに定められた交
引、知的財産保護や標準化、競争外務省 定、自由化に貢献すべく、非農産 2 0 0 5年1月 1日となってお している我が国コンテンツは、海 ’スケジュールに則り、実質的な
政策や投資にかかるルール作り 総務省 晶市場アクセス、アンチ ・タンピ リ、現在交渉継続中。

・「対中官民合同ミッション （平

賊版の横行により、正規版コンテ 交渉を進めていく。
等、国際的ルール作りへ積極的な公正取引委員

Aコミ
財務省

ングの規律強化、貿易と環境、貿 ンツによる海外展開が困難な状 3我が国としては、既存の貿易
貢献を行う。 易と投資、貿易と競争など様 な々 況。 ルールの強化 （アンチ ・ダンピン

分野において、我が国としての提 成1 4 年 1 2月）」、 r日中韓三 ・ブロードバンド時代の到来に向 グ等）や新たなルールの策定 （投
文部科学省 案文書を提出してきたところ。 カ国コンテンツ産業シンポジウム けてインフラ等の整備か進みつつ 資ルール等）、諸外国の関税引き

・2 0 0 3年 2月1 4 ～1 6 日に （1 4年 1 2月）」、 「日台ホッ ある中、不正コピー等の問題によ 下げ等に重点を置き、産業界の
は、東京においてW T O 非公式閣 トライン （1 4 年度立ち上げ）」 リ、新しいコンテンツビジネスが ‾－ズに留意した戦略的交渉を実
僚会議を開催。経済産業省からは
平沼大臣が出席し、閣僚間での意
見交換を通じてこ　相互の問題意識

等において、中国、韓臥 台湾の
コンテンツ担当部局に海賊版取締
り強化の働きかけを行った。

立ち上がらない状況にある。 していく。

3 コンテンツ海外流通促進機構等
について理解を深めた。

・rコンテンツ海外流通促進機構

・権利者、コンテンツ制作者、提
供事業者のI酎こおける権利情報な
どのメタデータ交換インターフェ

民間団体や各企業において海賊版

、策、海外展開を促すため、コン
テンツの種類別に損害の実数推計

の役立」　 著作権関係団体やコン
テンツ産業等が積極的に海外に事
業展開を図るとともに、海外にお
ける海賊版対策を講じていくため
の民間組織として、文化庁と経済
産業省が関係者に設立を呼びか
け、平成1 4年8 月2 日に設立。
本機構は平成1 4年4 月に発足し
た知的財産全体の保護を促進する
民間組織である 「国際知的財産保
護フォーラム」に参加している。

・権利者、コンテンツ制作者、提
供事業者の間における権利情報な
どのメタデータ交換インターフェ
イスを統一し、E D l化するため
の仕組みを開発するため、実地検
証を実施。

イスを統一し、E D l化を実現。 や侵害者の大まかな分布などの基
的なデータにつき、アジア地域

における我が国コンテンツの海賊
版に関する実態調査などを実施す
る。
3 コンテンツ流通関連事業者 （権
叫団体、利用者、配信事業者）の
実態調査を行い、コンテンツE D
Iの業務仕様を明らかとし、これ
に従ったシステム開発と実証実験
を行う。
3ブロードバンドに関する配信技
す、セキュリティ技術、高画質の
画表現技術等の技術的課題の解

決に対して補助することによりコ
ンテンツ制作事業者によるブロー
ドバンド事業参入に対するボトル
ネックの解消を図る。

総務省及び関係府省は、平 経済産業省 ・ 「コンテンツ海外流通促 ・ 「対中官民合同ミッシ ョ ・アジアを中心に強 い競争 3コンテンツj等外流通促進機構等

成 1 4 年度中にアジア地域 総務省 進機構の設立」　 著作権 関 ン （平成 1 4 年 1 2 力を有 している我が国コン 民間団体や各企業において海賊版

・策、海外展開を促すため、コン
テンツの種類別に損害の実数推計におけるブロー ドバ ン ド環 文化庁 係団体やコンテンツ産業等 月）」、 「日中韓三カ国コ テンツは、海賊版の横行に

境整備の 目標を明確化 した が積極的 に海外に事業展開 ンテ ンツ産業シンポジウム よ り、正規版コンテ ンツに 侵害者の大まかな分布などの基
「アジア ・ブロー ドバ ン ド を図るとともに、海外にお （1 4 年 1 2 月）」、 r日 よる海外展開が困難な状 的なデータにつき、アジア地域

計画」を策定するととも ける海賊版対策を講 じてい 台ホ ットライ ン （1 4 年度 況。 における我が国コンテンツの海賊

に、ア ジア諸国との協働体 くための民間組織 として、 立ち上げ）」等 において、 ・ブロー ドバ ン ド時代の到 版に関する実態調査などを実施す
る。

3コンテンツ流通関連事業者 （権

制を立ち上げ、官民の役割 文化庁 と経済産業省が関係 中国、韓国、台湾のコンテ 束に向けてイ ンフラ等の整

分担等について検討を行 者に設立を呼びかけ、平成 ンツ担当部局に海賊版取締 借が進み つつある中、不正

い、具体的な措置 を盛 り込 1 4 年 8 月 2 日に設立。本 リ強化の働きかけを行 っ コピー等の問題 によ り、新 叫団体、利用者、配信事業者）の

んだアクションプランを策 機構は平成 1 4 年 4 月に発 た。 しいコンテンツビジネスが 実態調査を行い、コンテンツE D
lの業務仕様を明らかとし、これ
に従ったシステム開発と実証実験
を行う＿

定する。 足 した知的財産全体の保護 ・権利者、コンテ ンツ制作 立ち上が らない状況にあ

を促進する民間組織である

政策 目標 B

者、提供事業者の間におけ る。
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●

「国際知的財産保護フォー る権利情報などのメタデー 3 ブロードバンドに開する配信技
ラム」に参加している。 夕交換インターフェイスを 、セキュリティ技術、高画質の
・権利者、コンテンツ制作
者、提供事業者の間におけ

る権利情報などのメタデー
タ交換インターフェイスを
統一し、E D I化するため

の仕組みを開発するため、
実地検証を実施。

統一し、E D l化を実現。 画表現技術等の技術的課題の解
決に対して補助することによりコ
ンテンツ制作事業者によるブロー
ドバンド事業参入に対するボトル
ネックの解消を図る。

「

二 ． 金 融 シ ス テ ム 改 革

経済産業省は、企業の壁を 経済産業省 ・産業再生法の抜本改正案 既存の事業再構築計画に加 現行法は、平成 1 5 年 3 月 1法案の成立。
越えた大胆な事業再編や産 を 1 月 2 8 日に閣議決定 えて新たに3 計画の認定制 未を申請期限としているた 2 新法の的確な運営。
業再編を促進するために、 し二　国会に提出。 度を追加。また、税制、政 め、＿事業者が計画申請を行
産業活力再生特別措置法を 策金融等の措置、商法の特 いうる期間に間断が生 じな
平成 1 4 年度中に抜本強化 例について、支援措置を大 いよう、法案の早期の成立
に向けて見直す。その際、－
あわせて時限的に設備廃
棄 ・雇用調整等の円滑化、
企業組織再編の円滑化、分
離独立による再生等を通じ
た産業再編の促進を図る。

幅に拡大。′ が必要。

・政策投資銀行による事業再 産業活力再生特別措置法に 産業再生法との整合性を確保
生ファンドへの出資制度を拡 規定する基本指針に則った しつつ、着実なファンド出資を
充。産業再編に資する事業を
対象に加えた。

取組を行う企業に対して出
資を行う事業にも措置。

行う。
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ホ． その 他 の制 度改 革

文部科学省は、総務省、経文部科学省 ・IT 教育改善モデル開 ・情報技術を活用した先進 ・情報技術を活用した新た 1各企画の成果を次年度へ
済産業省と協力し、ネット総務省 発・普及事業 的な授業、地域の産業界の な教育手法に前向きでない 反映させるよう分析し更に
ワークを活用した教育用コ ・地域産業協力型教育情報 協力による魅力ある教材の 学校・地域に対して、如何 効果的な施策を検討。
ンテンツの開発・充実、流 化推進事業 作成等、興味を引き起こす にその有意性を啓蒙してい 2学校・地域に継続的に定
通促進を通じ、教育の多様 ・学校向けコンテンツ作成 新たな授業実践が全国1 0 くか。 着することを考慮した事業
化・活性化を図る。 ツール開発事業

計2 3企画を各事業におい

4 校で実施された。

・学校授業での活用を目的
に公開されている 「教育用

を展開。
3 関係省庁との役割を整理
のうえ、注力すべき分野に

て実施。

1 5 FY ：1 ．5億円

画像素材集」のダウンロー
ド実績が平成 1 4 年4 月か
ら平成1 5 年1月において
4 0 8 ，8 4 1件に昇り、
学校教育でのデジタル動
画・静止画像を活用が促進
されている。

重点をおいた施策を展開。

厚生労働省、経済産業省 経済産業 生活習慣病予防効果の高 健康診断の検査値・問診結 （少第156回国会会期末
は、平成 1 4 年度から、 t 省、厚生労 い予防・健康管理の実現を 巣から構成される健康診断 「ホームヘルスケアモデル
T の活用による医療・健康働省 目指し、現在実施されてい 情報データベースの試験的 事業」の公募を開始。
情報の提供や健康づくり支 る実際の健診情報の収集、 構築、及び健康診断情報の 「健康サービス産業創造研
援産業育成のための環境整 分析に必要な要素技術の開 分析システムの開発等を 究会」の中間報告書とりま
億をする。 発を目的とし、健診情報を

活用した健康づくり支援シ
ステムの開発事業を実施し
た。
平成1 5年1月より、新

たな健康サービス産業のあ
り方等を検討するための
「健康サービス産業創造研
究会」を開催し検討を開
始。

行った。 とめ。
（診平成15年末
事業を引き続き実施。
③それ以降
事業を引き続き実施。
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省は、平成15年度か
ら健康寿命の増進のための
医療、健康、バイオテクノロ
ジーの科学技術予算等の重
点化を図る。

経済産業省 研究開発の成果が迅速に
事業化に結びつき、産業競
争力強化に直結し経済活性
化に資する研究開発プロ
ジェクトを加速的に推進す
るため、平成14年度補正
予算として以下の事業を実
施。

●バイオ・lT融合機器
開発プロジェクト

（12．1億）
●糖鎖エンジニアリングプ
ロジェクト

（10．8億）

また平成15年度政府原
案では、平成14年度から
策定した「健康維持・増進
のためのバイオテクノロ
ジー基盤研究プログラ
ム」、「健康寿命延伸のた
めの医療福祉機器高度化プ
ログラム」にそれぞれ13
0億円、31億円を配分。

研究開発成果が
結するような経済活性化の
プロジェクトの創設と既存
プロジェクトの徹底した見
直しを実施し平成15年度予
算案を作成。

について、目標の
達成に向けた着実かつ効率
的な実施。

回

平成15年度新規プロジェ
クトについて、NEDOに
対し研究開発資金の交付を
行い、NEDOにおいて研
究開発実施者の公募、採択
及び契約を行う。

平成15年末及び（参それ以
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経済産業省は．、関係府省と 経済産業省 ・平成14年10月16日、内閣 ・経済構造改革を国民全体 ・企業改革等に向けた経営 ・平成15年3月16日、平沼経
協力して、平成14年度に、 総理大臣表彰として 「企業 の取組として推進する観点 者等の意識改革を全国に広 済産業大臣と企業改革経営
挑戦することの社会的認知 改革経営者表彰」 （3名）及 から、卓越した経営手腕を げ、また、挑戦することの 看表彰受賞者3名が出席して
向上のための企業改革賞等 び 「新事業挑戦者表彰」 （4 発揮して企業改革等を行 社会的認知向上を図るため r企業改革タウンミーティ
を創設する。 名）を行った。

・平成14年12月15日、平沼

い、他の経営者等の模範と

なる良好な成果を挙げてい
ると認められる経営者個人

の取組を引き続き進める。 ング イン 東京」を開催
し、企業改革の取組、成果
及び苦労等をご紹介いただ

経済産業大臣と新事業挑戦 を内閣総理大臣が表彰し き、経営者等の意識改革を
者表彰受賞者等が出席して た。また、その表彰受賞者 全国に広げ、挑叙すること
r頑張れ ！ものづくりタウ

ンミーティング イン 東大
阪」を開催した。

がタウンミーティングの場

において企業改革の取組事
例等を紹介して国民と直接
対話することにより、経営
者等の意識改革を全国に広
げ、挑戦することの社会的
認知向上に向けた取組が進
展した。

の社会的認知向上を図る。

総務省、厚生労働省、経済 経済産業省 ・まちづくりや生涯学習の分野 平成1 5 年3月に、採択した1 3 ・平成1 4 年度採択できなかった 3それ以降
産業省、国土交通省は連携
して、平成14年度から、情
報通信環境の高度化、地域

コミュニティ形成、ビジネ
ス環境整備、就業条件の確
保等を通じて、テレワー
ク ・S O H O など多様な働
き方を支援する。

で、女性やシニアが中心となって 団体の成果発表会を行った。 分野のモデルを採択し、幅広い分 、成15年度においても事業を継続
行う市民活動及びこれらの活動を
支援する活動のうち、lT を活用
し地域雇用創出等に寄与するモデ
ルケースを選定し、活動の立ち上
げ、企業化を支援しこ　その成功事
例を他地域にも普及し、雇用創
出、高齢者社会への対応などを図
る 『市民活動活性化モデル事業
（市民ベンチャー事業）』をス
タートさせた。
1 3 団体を採択し、モデル事業並
びにその成果発表会を実施した。

野のモデルを啓発する。 して実施。
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国土交通省、総務省、厚生労働省と 国土交通省‾、総務省、厚生労働省と 現在進めているrテレワーク・SO HO 1 1テレワーク・S O HO の推進による
連携して、rテレワーク・S O H O の推進連携して実施した、「テレワーク・SO H の推進による地域活性化のための総 域活性化のための総合的支援方策
による地域活性化のための総合的支 0 の推進による地域活性化のための 合的支援方策検肘駒査」の結果等を 討調査」の結果分析とテレワーク推
採方策検討瀾査」を実施し、テレウー 総合的支援方策検肘調査」により、テ 踏まえて、国土女通省、総務省、厚生 、上の課題、支援のあり方等をまと
ク推進のための総合的な支援方策を レワーク入日及びテレワーク推進上の労働省と連携して、テレワークを推進 め、シンポジウムで公表予定。
検肘。 課題等のテレワークの実態を明らか する上での課題と総合的な支採方策 平成15年度末までに、国土交通
また、rSOHO ・マイクロビジネスの活 にしているところ。 について検討していくことが必要。 ′、総務省、厚生労働省と連携して検
用を通じた地域活性化の具体的方策 また、工場誘致型の地域産業活性化 調査により得られた課題を基礎とし 討したテレワーク支援施策方針に基
に関する調査委員会」を開催し、市町 策に代わり、各自治体において新たなて、地域活性化の視点に立ち必要な き、かつ、パブリックビジネス等、他
村におけるSO H O ・マイクロビジネス‘雇用創出の手段としてSO HO ・マイク 施策を慎重に検討。 政策課題への取り組みとも関連し
の支援施策の実態等に関する調査報 ロビジネスが有効であることの乾瓢こ具体的には、各自治体において実際 こ施策項目を検肘。
告書を作成予定（平成15年3月末）。 ついて調査把握。次年度以降の施策・にニーズのある支援項目を抽出し施 3平成16年度以降、SOHO ・マイクロ

検討に活用すべく、各自治体における
現時点の施策内容と施策推進への障
害を調査。

策検討に反映していく予定。 ジネス支援施策の効果を十分に吟
し、かつ国土交通省、総務省、厚生

‘と連携しつつ、様々な角度から実効
のある施策を検討。

総合科学技術会議は、関係 経済産業省 ・H 1 5 年度予算要求にお ・1 5 年度政府予算案　 5 2 平成 1 6 年度予算要求 に
府省 と協力 して、基礎研究 いて増額要求。 2 ． 8 億円 おいて増額の予定。

を重視するとともに、科学 ・プログラムオフィサーの ・優れた研究成果が得ら 2 独 立行政法人化後、機構

研究費補助金等の競争的資 設置等制度の見直 し。 れ、かつ発展の見込まれる 定員上のプログラムオフイ

金の割合を拡大する。ま 課題を継続するため、‘2 年 サーを設置予定。

た、競争的資金の成果につ

いて厳正な評価 を行 うな
ど、制度改革を推進する。

間延長を可能とした。 2 3 総合科学技術会議の議

論等 を踏まえて、制度の見

直 しを検討。
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文部科学省、経済産業省及 経済産業省 大学発ベンチャーを担う起 大学発ベンチャー数は平成 起業家 ・経営人材育成の促 q〕第156回国会会期末
び関係府省は、’事業化支援 業家 ・経営人材の育成、大 1 4 年 8 月末時点で424杜 進を図る。また、大学研究 ②平成15年末
や起業家育成 （インキュ 学発ベンチャー事業者に対 （筑波大学調べ）。 成果を活用した大学発ベン ③それ以降
ベーション）事業の充実等 する経営面での支援及び大 チャー創出を促進するため 「大学発ベンチャー1000社

により　r大学発ベンチャー 学連携型の起業家育成施設 TLOに対し更なる支援 （海外 計画」達成のために、大学
1000社計画」を推進する （ビジネス ・インキュベー 出願に対する強化支援等） に埋もれている多くの未活
（平成 1 4 年度以降 3 力 夕）の整備を図ること等を を行う。 用の技術シーズを基にした

年）。 通じ、 「大学発ベンチャー
1000社計画」を推進してい
るところ （平成15年度大学
発ベンチャー関連予算案474
億円を国会に提出）。

事業化の推進を図る。

文部科学省、経済産業省 経済産業省 産学におけるワンストップ 平成 1 5 年 3 月時点で 3 1 引き続きTLOの設置促進を続 LU 弟156田園！旨会期禾
は、平成 1 4 年度も引き続 窓口を整備し、大学におけ の承認TLOを設置。 けるとともに、TLOと大学等 ②平成15年末

き、民間人の大学への萱 る連携推進体制を構築する の組織間での連携を図る。 ③それ以降
用、産学におけるワンス ため、大学研究成果を民間 平成 1 5 年度もTLOの整備促
トップ窓口の整備など、大 企業に技術移転を行うTLO 進等を引き続き実施するこ

学等における連携推進体制 （技術移転機関）の整備促 ととしている （平成 1 5 年

を構築する。 進を行っているところ （平
成 1 4 年度予算額 ：2．5億
円）。また、TLOの技術移転
機能の充実を図る観点か
ら、TLOに対する補助金の交
付やTLOが研究成果の一元管
理を行う産学共同研究に対
する支援事業 （大学発事業
創出実用化研究開発事業）
等を行っているところ。

度予算案 ：6．0億円）。
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文部科学省、 経済産業省は 経済産業省
平成14年度から、大学発
ベンチャーの育成、公設試
験機関や企業の有する基礎
研究の実用化等の観点か
ら、マッチング事業等を推
進する。

大学の研究成果を活用し
て、産学が連携して実施す
る実用化を目指した研究開
発に対し、企業側が研究資
金を拠出すること、事業化
計画が明確で有ること等を
要件として研究開発の管理
を行うTLO等を通じ、研究開
発に必要な経費の一部を
マッチング補助（補助率：
2／3）する事業を実施し
ているところ（平成14年
度予算額：22．2億円、平成
14年度補正予算額：30．0
億円、平成15年度予算
案：24．1億円）。

事業を活用 した実用化研
究は既に開始されており、
研究開発終了後5年間の売
り上げベースで7，276億円の
経済効果が達成される見込
み。

大学に埋もれている多くの
未活用の技術シーズについ
て実用化を目指した産学共
同研究を一層促進する。

②平成15年末
平成15年度も当該事業を
引き続き実施することとし
ている。
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・総合科学技術会議は、関
係府省と協力し、高信頼ソ

総合科学技
術会議

・経済産業省においては、
（1）研究開発が実用化に直結

平成15年度予算

・引き続き、経済活性化の

ための研究開発プロジェク
2 平成 15年末及びQ ）それ以
降

・引き続き、経済活性化のフトウエア基盤開発プログ 関係府省 するような経済活性化のた トの着実な実施が重要。
ラム、次世代半導体技術等 めの研究開発プロジェクト 政府原案及び平 ・r産業発掘戦時」 （平成 ための研究開発プロジェク
次代の産業基盤を構築する （フォーカス2 1 ）を創設 成14年度補正予 14年12月内閣官房策定）を ト等の真に政策的意義の高
プロジェクトペースの研究 し、平成 1．5 年度予算政府 算に反映。 踏まえて、研究開発プロ いプロジェク トを選定する
開発を推進する。 原案において、367億円を重 ジェク トを実施することが とともに、 r産業発掘戦
・総合科学技術会議、関係 点投入。また、平成14年度 ・環境 ・エネルギー 重要。 略」を踏まえ、研究開発プ

府省が協力して、半導体微 補正予算としで、一部プロ ・情報家電 ・ブロードパン ロジェク トの効果的 ・効率
細加工技術、燃料電池やマ ジ工クトを前倒し実施 （総＿ ド・t T 的な実施を着実に行う。
イクロ電池、超微細製造技 額65億円）。 ・健康 ・バイオテクノロ
術、光技術等ナノテク、 I （2）国の研究開発投資をライ ジー
T 等を応用した基盤的技術 フサイエンス等の重点4 分 ・ナノテクノロジー ・材料
の開発や普及を産学官で重 野に戦略的に重点化すると ・の 4 分野について平成14年
点的に推進する。 ともに、効果的 ・効率的に

推進することを目的とし

て、個々の技術開発プロ
ジェクトを大括り化し、技
術開発の具体的な目標設定
と成果の市場化までの道筋
を示した19の 「プログラ
ム」による一元管理を実
施。

なお、プログラムについ
ては、平成15年度予算政府
原案において1gプログラム
全体で1325億円を投入。

12月に 「産業発掘戦略」を
策定。

経済産業省は、平成15年度 経済産業省 ・平成14年11月、 「SB IRに ・ rSB IRに係る成果事例 ②平成15年末

から、中小企業技術革新制 係る成果事例集」を作成済 集」を約2，000部作成し、開 ・平成15年度予算成立後、

度 （SBIR）について、関係 み。

（統一運用方針については

係府省と協力の上、広く民 r平成15年度中小企業者等

府省による一層積極的な活 聞企業や政府 ・自治体 ・研 に対する特定補助金等の交

用を促すため、統一運用の 究機関に対レ関連情報を提 付の方針」を策定する。

・平成15年度SB IR特定補助
金等の公募及び事業実施段
階における、統一運用方針
の実行に努める。

策定等を行うとともに、．同
制度を通 じて開発された製
品の利用促進を図るため、
関連情報の提供を一層充実
させる。

平成14年9月9日に策定済
み。）

供済み。
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省は、 平成15年度
中に中小企業のおおむね半
数程度がインターネットを
活用して電子商取引等を実
施できるようになるとの目
標のもと、「中小企業汀化
推進計画」を着実に実施す
るとともに、製造・配送・
販売三層全体での経営の最
適化を推進し、企業連携の
革新を促進する。

経済産業省 平 14年度の実施
率については、平
成15年1～2月に実
態調査を実施。

平成13年度の電子
商取引の実施率は
平成12年度に比べ
約4％増の22％。

平成14年度末時点の
実施率を踏まえ、検
討。

平成15年度中に電子
商取引実施率50％とい
う目標達成に向け、
引き続き各施策を実
施。

⑧それ以降
平成15年1～2月に電
子商取引の実施状況
のフォローアップを
行う。
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経済産業省は、平成14年
度から高度IT人材育成の
ため、IT技能に関する標
準を整備するとともに、経
営とITの双方に通じ、経
営者の立場に立って経営戦
略を支援できる人材（lT
コーディネータ）を引き続
き育成する。

経済産業省 産 界や有識者等で構成
される　rlTスキル・スタ
ンダード協議会」において
＝Tスキル標準」の内容

について検討を行い、14年
12月にrt Tスキル標準
（Ver1．0）」を発表。
・平成14年度補正予算事業
として、「量Tスキル標
準」に準拠した人材育成シ
ステムの開発と実効性の評
価・実証を行う。
・平成15年2月現在、計
2，903名のITコーディネー
タ及びlTコーディネータ
補を育成・認定。
・15FY：7．7億円

・lTスキル標準
（Ver1．．0）の発表。
・e－Japan重点計画におい
て、平成17年度までに1万人
のITコーディネータを育
成・認定する旨目標を掲げ
られている中、約3．000名の
育成・認定が済んでいると
ころ。

・lTスキル標準及びIT
コーディネータの普及・活
用促進。

・l Tスキル標準の拡充及
びメンテナンス。
・研修ロードマップの策
定。
・平成14年度補正事業に基
づく　rlTスキル標準」に
準拠した人材育成システム
の実行性の評価。
③それ以降
・平成17年度までにIT
コーディネータ1万人を育
成・認定。

／
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